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定款の一部変更に関するお知らせ 

 

 

当社は、平成 20年 5月 16日開催の取締役会において、「定款の一部変更の件」を平成 20

年 6月 18日開催予定の第 8期定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記

のとおりお知らせいたします。 

 

記 

 

１．定款変更の理由 

(1) 今後の事業展開に備えるために事業目的を追加するとともに、前事業年度において

撤退したライフスタイル事業についての事業目的を削除するため、現行定款第２条

（目的）の変更を行うものであります。 

(2) 当社は平成 19 年 10 月 17 日に実施した第三者割当増資によって資本金の額が５億

円以上となり、会社法第 2 条第 6 号に規定される大会社に該当することとなりまし

た。それにより、同法第 328条第 1項の規定に基づき監査役会及び会計監査人の設

置が必要となりましたので、現行定款に必要な規定の新設、修正など所要の変更を

行うものであります。 

２．定款変更の内容 

  変更の内容は別紙のとおりであります。 

 

３．日程 

  定款変更のための株主総会開催日 平成 20年 6月 18日 

  定款変更の効力発生日  平成 20年 6月 18日 

 

以上 



※別紙 

（下線は変更箇所を示します） 

現現現現    行行行行    定定定定    款款款款    変変変変        更更更更        案案案案    

（目的） 

第２条 当会社は次の事業を行なうことを

目的とする。 

1.～13.（条文省略） 

（新設） 

14. 労働者派遣事業 

15. 有料職業紹介事業 

16. 家具、建材、住宅設備機器の 

輸出入、販売及び取付工事業務 

17.（条文省略） 

（新設） 

（新設） 

18. 前各号に付随関連する一切の 

業務 

第３条～第 28条（条文省略） 

 

第５章 監査役 

（監査役の設置） 

第 29 条 当会社は、監査役を置く。 

 

第 30 条～第 32条（条文省略） 

（新設） 

 

 

（新設） 

 

（目的） 

第２条 当会社は次の事業を行なうことを

目的とする。 

1.～13.（現行どおり) 

14. ウェブサイトの企画、制作、 

運用及び売買業務 

   15. 労働者派遣事業 

16. 有料職業紹介事業 

（削除） 

17. （現行どおり) 

18. 損害保険の代理業務 

19. 生命保険の募集業務 

20. 前各号に付随関連する一切の 

業務 

第３条～第 28条（現行どおり) 

 

第５章 監査役及び監査役会 

（監査役及び監査役会の設置） 

第 29 条 当会社は、監査役及び監査役会を 

置く。 

第 30 条～第 32条（現行どおり) 

（常勤の監査役） 

第 33 条 常勤監査役は監査役会の決議に 

よって選任する。 

（監査役会の招集通知） 

第 34 条 監査役会の招集通知は、会日の 

3 日前までに各監査役に対して発 

する。ただし、緊急の必要がある 

ときは、この期間を短縮することが 

できる。 

2. 監査役全員の同意があるときは、 

招集の手続を経ないで監査役会を

開催することができる。 

 



現現現現    行行行行    定定定定    款款款款    変変変変        更更更更        案案案案    

（新設） 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

（報酬等） 

第33条（条文省略） 

（監査役の責任免除） 

第34条（条文省略） 

 

（新設） 

（新設） 

 

（新設） 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

（監査役会の決議方法） 

第35条 監査役会の決議は、法令に別段の 

   定めある場合を除き、監査役の過半

数をもって行う。 

（監査役会の議事録） 

第36条 監査役会の議事録は、法令で定め

るところにより書面又は電磁的記録

をもって作成し、出席した監査役は、 

   これに署名もしくは記名押印し、ま

たは電子署名を行う。 

（監査役会規定） 

第37条 監査役会に関する事項は、法令ま

たは本定款のほか、監査役会におい

て定める、監査役会規定による。 

（報酬等） 

第38条（現行どおり） 

（監査役の責任免除） 

第39条（現行どおり） 

 

第６章 会計監査人 

（会計監査人の設置） 

第40条 当会社は、会計監査人を置く。 

（選任方法） 

第41条 会計監査人は、株主総会の決議に

よって選任する。 

（任期） 

第42条 会計監査人の任期は、選任後1年以

内に終了する事業年度のうち最終の

ものに関する定時株主総会終結の時

までとする。 

 2. 会計監査人は前項の定時株主総会に

おいて別段の決議がされなかったと

きは、当該定時株主総会において再

任されたものとみなす。 

（報酬等） 

第43条 会計監査人の報酬等は、代表取締

役が監査役会の同意を得て定める。 

 



現現現現    行行行行    定定定定    款款款款    変変変変        更更更更        案案案案    

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

第６章 計算 

（事業年度） 

第35条（条文省略） 

（剰余金の配当） 

第36条（条文省略） 

（中間配当） 

第37条（条文省略） 

（剰余金の配当等の除斥期間） 

第38条（条文省略） 

 

（会計監査人の責任免除） 

第44条 当会社は、会社法第426条第1項の 

   規定により、取締役会の決議によっ

て、同法第423条第1項の会計監査人

(会計監査人であった者を含む。)の 

   責任を法令の限度において免除する

ことができる。 

 

第７章 計算 

（事業年度） 

第45条（現行どおり） 

（剰余金の配当） 

第46条（現行どおり） 

（中間配当） 

第47条（現行どおり） 

（剰余金の配当等の除斥期間） 

第48条（現行どおり） 

 

 


